
 

 

機械の可動範囲、作業者の動作範囲、危険領域の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

機械による災害を防止するための２つの基本原則 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①隔離の原則 

②停止の原則 

柵や覆いなどのガードを設けて、機械の可動範囲に身体の部位が入らないよ

うに隔離する 

インターロック機能などにより、機械が停止しているときだけ機械の可動範

囲に身体の部位が入ることを許容する 

機械の可動範囲 作業者の動作範囲 

危険領域 


